
 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 施設・事業所の概要 

（１） 事業者名（法人名）   社会福祉法人 ○○会 

 

（２） 事業所名        ○○保育園 

 

 （３） 所在地         北九州市○○○区○○丁目○○番○○号 

 

（４） 電話番号        ０９３－○○○－○○○○ 

２ 評価実施日 

   〇〇○○年○○月○○日 

 

 

３ 評価実施者 

   北九州市（北九州市児童福祉施設等第三者評価委員会） 

 

 

北九州市 児童福祉施設等 
 

第 三 者 評 価 結 果 票 



 

４ 評価結果 

総合評価 

保育園は○○○○○の近くに位置し、平屋建ての園舎の周辺には山・畑・川があり、豊富な自

然に囲まれたとても静かな環境にあります。たくさんの自然体験をさせたいという保護者の思い

で、校区外から通園する子どももいます。自然との触れ合いを多く取り入れ、小規模で家庭的な

温かさの中で保育が行われています。 

 

Ⅰ 子どもの発達援助 

全体的な計画は基本方針に基づいて作成され、保護者の意向や地域の実態が反映されています

が、園の独自性を記載することと、年齢ごとに指導計画を作成することが望まれます。保育の記

録は継続的に記録され、保管されています。気になる子どもについてはケース会議が行われ、話

し合われた内容は職員へ周知するとともに指導計画に反映され、保護者とも情報交換を行い連携

が図られています。 

健康管理については、嘱託医との連携が十分に図られており評価できます。健康診断や予防接

種については、もれがないように保護者へ働きかけるなどの取り組みが行われています。感染症

については、マニュアルに基づいた対応がなされ、流行期には保護者への情報提供が行われてい

ます。食事を楽しめるような環境の工夫がなされており、子どもたちが育てた野菜を調理して食

べるなど、食育への取り組みも行われています。アレルギー疾患をもつ子どもについては、医師

の診断書を基に除去食が提供されています。 

自然との触れ合いを積極的に保育に取り入れており、自然に囲まれた園の特性を生かした「お

散歩マップ」が作成され、エコ活動も積極的に行われています。保育士が一人一人の子どもに対

して穏やかに関わり、子どもの思いを温かく受け止めながら発達に応じた対応がなされています。

日頃から絵本の読み聞かせが積極的に行われ、絵本や玩具の購入に当たっては保護者の意向も参

考にしています。小規模で家庭的な雰囲気の中で、自然な形で異年齢児との交流が行われていま

す。 

 

Ⅱ 子育て支援 

 保護者との情報交換は、登降園時に口頭で行うとともに、全ての園児に個別連絡ノートが準備

され、細やかな対応が出来ていることは評価できます。児童虐待や様々な問題に対応するために

関連する研修に参加したり、地域の関係機関や団体と連携し地域への子育て支援に取り組んでい

ます。地域に向けて、遊戯室や園庭を開放しており、図書の貸し出しも行われています。 

 

Ⅲ 地域の住民や関係機関等との連携 

関係機関からの情報は屋内外に掲示したり、必要に応じて各家庭に配付されています。自治会

からの依頼を受けて地域の行事に参加したり、地域の方が園の行事に参加するなど、地域の関係

機関や団体との連携が図られてます。実習生などの受け入れについてはそれぞれの目的に応じた

プログラムが用意されています。 

 

Ⅳ運営管理 

職員研修については、研修の内容が全ての職員へ周知されています。守秘義務の遵守について

は、就業規則や職員倫理規定に明文化され、周知されています。保育園危機管理マニュアルが整

備されていますが、食中毒が発生した場合の対応マニュアルを職員へ周知することが望まれます。 

 



 

評価対象ごとの評価（概要） 

Ⅰ 子どもの発達援助 

一人一人の子どもの状況に配慮した保育が展開されているか、保育にふさわしい環境が整っているかなどを評価したものです。 
 

評価対象 評価結果 

発
達
援
助
の
基
本 

計画・記録 

 保育計画には保護者の意向や地域の実態が反映され、基本方針に基づいて作成されていますが、園

の独自性を記載することと、年齢ごとに指導計画を作成し、保育計画との整合性を図ることが望まれ

ます。保育の記録は北九州市共通の帳票を利用し継続的に記録され、保管されています。 

会議 

気になる子どもについては、ケース会議が行われるとともに全職員に周知されています。また、話

し合われた内容は指導計画に反映され、保護者とも情報を交換しながら連携を図っています。 

健
康
管
理
・
食
事 

健康管理 

園独自の健康管理保健年間計画が作成され、マニュアルを整備するとともに嘱託医と連携しながら

保護者へ健康管理に関する情報提供を行っています。また、乳幼児健康診査の受診もれがないように

保護者へ呼びかけ、診断結果を保護者へ通知するとともに、職員へ周知し保育に活かされています。 

感染症 

感染症に関するマニュアルを作成し、流行期には保護者への情報提供が行われています。また、予

防接種の状況を把握し、未接種児に対して働きかけを行うなどきめ細やかな対応がなされています。 

食事 

食事の場所や雰囲気を変えるなど、食事を楽しめるような環境の工夫がなされています。子どもた

ちが育てた野菜を調理して食べるなど、食育への取り組みも行われています。アレルギー疾患をもつ

子どもについては、医師の診断書を基に四者（園長・保護者・担任保育士・調理員）で話し合われ、

除去食が提供されています。 

保
育
環
境
・
保
育
内
容 

保育環境 

保育室内には自然物を使用した子どもの作品が飾られ、季節感が感じられるような環境づくりがな

されています。寝具・玩具・トイレ・砂場の消毒を定期的に行い、衛生面に配慮されています。園内

には絵本が豊富に準備され、巡回図書の利用と合わせてより多くの本と触れ合えるように取り組まれ

ていることは評価できます。また、絵本や玩具の購入に当たっては保護者の意向も参考にしています。 

保育内容 

保育士が一人一人の子どもに対して穏やかに関わり、子どもの思いを温かく受け止めながら発達に

応じた対応がなされています。恵まれた自然環境との触れ合いを積極的に保育に取り入れています。

日頃から絵本の読み聞かせが積極的に行われています。小規模で家庭的な雰囲気のなかで、自然な形

で異年齢児との交流が行われています。 

乳児保育は連絡帳等で家庭との連携を図り、一人一人の状態を把握しながら行われています。 

人権・性差 

子どもたちが理解しやすいように、絵本を通して異文化への理解を深めています。また、保育士が

性差や役割分業について固定観念をもたないように心がけています。 

延長保育・障害児保育 

延長保育はゆったりとした雰囲気の中で行われています。障害児保育については、専門機関と連携しな

がら取り組み、関係する研修へは積極的に参加するなど、統合保育への前向きな取り組みが伺えます。 

 



 

Ⅱ 子育て支援 

子育てに関する保育所と保護者との相互理解や、地域における子育て支援の取り組みなどを評価したものです。 

Ⅲ 地域住民や関係機関等との連携 

地域の最も身近な児童福祉施設としての役割を果たしているか、関係機関等との連携を図っているかなどを評価したものです。 

Ⅳ 運営管理 

保育に関する基本方針等が策定されているか、職員研修などの取り組みがなされているかなど、組織としての運営管理を評価したものです。 

 

評価対象 評価結果 

入
所
児
童
の
保
護

者
の
育
児
支
援 

保護者との関係・虐待 

保護者との情報交換は、登降園時に口頭で行うとともに、全ての園児に個別連絡ノートが準備され、

細やかに行われています。また、全ての保護者を対象に個別面談が実施されています。 

現在、虐待が疑われるケースはありませんが、地域の関係機関と連携して児童虐待に関する知識を

身につけるだけでなく、関連する研修に参加しています。また、着替えの際などに視診を行い、マニ

ュアルに基づいて虐待の早期発見に努めています。 

地
域
の
子
育

て
支
援 

地域支援 

地域における子育て支援として「○○○○○」を企画し、遊戯室や園庭を開放しており、図書の貸

し出しも行われています。また、地域の関係機関と連携して、子どもをめぐる様々な課題に取り組み、

地域における児童虐待などの問題へも適切なアプローチができるよう研鑽しています。 

地
域
の
住
民
や
関
係
機

関
・
団
体
と
の
連
携 

地域での役割・その他機関との連携 

 地域の関係機関や団体から提供された資料や情報は、保護者へ配布するとともに職員へも周知され

ています。自治会からの依頼を受けて、地域の夏祭りや敬老会に参加したり、民生委員・児童委員や

市民センター館長による一日保育士体験を行うなど、地域の関係機関や団体と連携を図っています。 

また、夕涼み会・焼き芋大会・運動会などの行事には地域住民を招待し、地域の方の理解や協力を

得られるような取り組みが行われています。 

実
習
・
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア 

実習等の受入 

実習生・保育体験・ボランティアの受け入れに当たっては、しおりやマニュアルを用いて、それぞ

れの目的や方針に応じた対応がなされています。園長・担当者を含めて３者で話し合う機会が設けら

れています。 

基
本
方
針 

組
織
運
営 

理念・方針 

保育理念・基本方針は明文化され、職員・保護者・地域住民へ周知されています。 

保育の質の向上・研修 

職員の提案・意見を把握して、全職員で取り組むことに加えて、行事の後には保護者アンケートを

実施し、次の取り組みに活かしています。 

職員研修については、研修の内容を職員会議で報告するとともに報告書を回覧し、情報が共有され

ています。また、参加する研修内容についても、職員の希望をとったりするなどの工夫がなされてい

ます。 

守
秘
義
務
の
遵
守 

情
報
提
供 

安
全
・
衛
生
管
理 

守秘義務・情報・安全 

守秘義務の遵守については、就業規則や職員倫理規定に明文化され、研修などを通して周知されて

います。 

保育園危機管理マニュアルが整備されていますが、食中毒が発生した場合の対応マニュアルを職員

へ周知することが望まれます。 


